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１．はじめに 

審査段階において、出願人は、クレーム発明における不明瞭なタームを補正する機会が与えられます。その際、ク

レーム発明の権利範囲を明瞭に且つ正確に記載する義務が出願人には課せられていることに留意すべきです。 

 

審査過程において審査官は、”and/or” が 35 USC 112, 2nd Paragraph（AIA 35 USC 112(b)）下の記載不備で

ある旨の認定をしてくることがあります。しかしながら、このように ”and/or” の使用がクレームを不明瞭にする文

言であることについて、MPEPには言及されていません。 

 

このたび、PTABが或る審決において、クレームにおける ”and/or” の文言が不明瞭ではない旨を示しました。*1  

 

【全２頁】 

 

 

                                                   

*1 LINK: http://e-foia.uspto.gov/Foia/ReterivePdf?system=BPAI&flNm=fd2011004811-12-31-2013-1 


